
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

横浜市では、横浜ＤＸ戦略に基づき行政サービスの向上を推進しています。下水道河川局では、下水道

ＤＸ戦略を策定し、魅力ある下水道サービスの提供を掲げて行政手続きのオンライン化に取り組んでいま

す。令和７年１１月１０日から、「雨水浸透阻害行為の事前協議」のオンライン化を試行実施します。これによ

って、受付時と結果交付時の来庁が不要になるため、来庁回数が減少し大幅な時間短縮になります。 

 

事前協議の流れ                                                         

 

【来庁手続】                             【郵送手続】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【オンライン手続】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請先 URL 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/

bcbfb651-ac3f-4202-b1e3-3a80aa3e2be7/start 

 

「雨水浸透阻害行為の事前協議」とは（雨水浸透阻害行為の具体例を裏面に図示しています） 

 平成１５年６月に特定都市河川浸水被害対策法が施行され、平成１７年４月に鶴見川流域、平成２６年２

月に境川流域が特定都市河川流域に指定されました。これにより、流域内の住民、事業者は雨水を貯留浸

透する努力を担い、雨水浸透阻害行為を行う場合は、許可が必要となりました。許可申請の要・不要の文

書回答が必要な場合や、土地の流出係数を事前に把握したい場合に事前協議を行っています。 

 

 

来庁回数が大幅に減少：24 時間受付 

 「雨水浸透阻害行為の事前協議」のオンライン化を試行します 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令 和 ７ 年 1 1 月 7 日 

下 水 道 河 川 局 河 川 流 域 管 理 課 

・２４時間受付可能 

・来庁回数が最低 

ゼロ回になる 

・手続時間の短縮 

申請先（二次元コード） 

裏面あり 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/bcbfb651-ac3f-4202-b1e3-3a80aa3e2be7/start


 

 

【雨水浸透阻害行為の具体例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

下水道河川局河川流域管理課長  石井 智博  Tel 045 - 671- 2819 




